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午後１時55分 開会 

○議長（相澤耕太） これより令和３年（2021年）第

１回南多摩斎場組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

         ◇          

○日程第１ 

 会議録署名議員の指名 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第１、会議録署名議員の指

名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、南多摩斎場組合議会会議

規則第43条の規定により、議長において次の２名を指

名いたします。 

 ６番 渡辺しんじ議員 

 ７番 池田 英司議員 

 

         ◇          

○日程第２ 

 会期の決定 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第２、会期の決定を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日

といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） ご異議なしと認めます。よって

会期は本日１日とすることに決しました。 

 

         ◇          

○日程第３ 

 諸報告 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第３、諸報告。事務局長に

諸般の報告をさせます。 

 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） ご報告申し上げます。 

 令和３年１月13日、管理者から令和３年（2021年）

第１回南多摩斎場組合議会定例会を２月２日に招集す

る旨の告示がなされ、同時に付議される管理者提出の

議案３件の送付を受けましたので、議員各位に参集通

知と併せてご送付いたしました。 

 次に、本定例会の招集に伴い、地方自治法第121条

の規定により、管理者に出席要求いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（相澤耕太） 事務局長の報告は終わりまし

た。 

 

         ◇          

○日程第４ 

 報告第１号 南多摩斎場組合一般職の職員の給与に 

       関する条例の一部を改正する条例の専 

       決処分の承認を求めることについて 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第４、報告第１号を議題と

いたします。 

 本件について、管理者から提案理由の説明を求めま

す。 

 石阪管理者。 

○管理者（石阪丈一） 報告第１号 南多摩斎場組合

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認を求めることについてご説明を申

し上げます。 

 本件につきましては、条例の改正時期に当組合議会

の招集が困難なため、やむを得ず地方自治法第179条

第１項の規定によりまして、令和２年11月30日に専決

処分させていただいたものでございます。 

 詳しくは、事務局長から説明させます。 

 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（相澤耕太） 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） ご説明申し上げます。 

 本条例につきましては、管理市である町田市に準拠

して定めており、町田市が令和２年11月30日に条例改

正を行いましたので、同日、同じ内容で改正したもの

です。 

 内容につきましては、期末手当の支給率について、

東京都人事委員会勧告を参考にして、支給月数を0.1

月分引き下げ、期末手当と勤勉手当を合わせた年間支

給月数を現行の4.65月分から4.55月分に引き下げるも

のでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（相澤耕太） 管理者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ただいま議題となってお

ります議案に対する質疑を許可します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって質疑を終結いたし
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ます。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって討論を終結いたし

ます。 

 これより表決に入ります。 

 報告第１号を採決いたします。本件は原案のとおり

承認することについてご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） ご異議なしと認めます。よって

本件は承認されました。 

 

         ◇          

○日程第５ 

 第１号議案 令和２年度（2020年度）南多摩斎場組 

       合会計補正予算（第２号） 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第５、第１号議案を議題と

いたします。 

 本案について、管理者から提案理由の説明を求めま

す。 

 石阪管理者。 

○管理者（石阪丈一） それでは、第１号議案 令和

２年度（2020年度）南多摩斎場組合会計補正予算（第

２号）につきましてご説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,211万

1,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億

6,137万円とするものでございます。 

 詳しくは、事務局長から説明させます。 

 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（相澤耕太） 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） それでは、ご説明申し上げ

ます。 

 補正予算書の２ページ、３ページをお開きくださ

い。 

 第１表及び歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき

まして概要をご説明申し上げます。 

 先ほど管理者が申し上げたとおり、今回の補正額

は、歳入歳出それぞれ6,211万1,000円減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２億6,137万円とするもので

ございます。 

 ４ページ、５ページをお開きください。 

 初めに、歳入予算でございます。 

 順番が逆で申し訳ございませんが、第４款、繰越金

から説明させていただきます。 

 第４款、繰越金1,460万4,000円の増額は、令和元年

度からの繰越金の確定によるものでございます。 

 繰越金の確定及び歳出の減額により、上の第１款、

分担金及び負担金を7,361万3,000円減額し、１億

4,728万7,000円とするものでございます。各組織市負

担金の内訳は説明欄のとおりでございます。こちらは

円単位で表記させていただいております。 

 次に、歳出予算につきましてご説明申し上げます。 

 第２款、総務費1,504万4,000円の減額は、派遣職員

の交代に伴う職員手当等及び共済費の減額、及び契約

内容見直し等による委託料の減額等によるものでござ

います。 

 第３款、衛生費4,706万7,000円の減額は、燃料費や

光熱水費の減額、及び火葬業務委託契約差金の減額に

よるものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（相澤耕太） 管理者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ただいま議題となってお

ります議案に対する質疑を許可します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって討論を終結いたし

ます。 

 これより表決に入ります。 

 第１号議案を採決いたします。本案は原案のとおり

決することについてご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） ご異議なしと認めます。よって

本案は原案のとおり可決されました。 

 

         ◇          

○日程第６ 

 第２号議案 令和３年度（2021年度）南多摩斎場組 

       合会計予算 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第６、第２号議案を議題と

いたします。 

 本案について、管理者から提案理由の説明を求めま

す。 
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 石阪管理者。 

○管理者（石阪丈一） それでは、第２号議案 令和

３年度（2021年度）南多摩斎場組合会計予算につきま

してご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億2,043

万2,000円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、歳入につきましては、組

織市からの負担金、組織市住民以外の方の火葬室使用

料及び式場使用料などの斎場使用料でございます。 

 歳出につきましては、火葬や式場に関わる所要の経

費、施設の維持管理経費、人件費などを計上いたしま

した。 

 詳しくは、事務局長から説明させます。 

 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（相澤耕太） 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） それでは、ご説明申し上げ

ます。 

 予算書の４ページ、５ページ以降の歳入歳出予算事

項別明細書に基づきまして、概要を説明いたします。 

 先ほど管理者が申し上げたとおり、歳入歳出予算の

総額はそれぞれ３億2,043万2,000円でございます。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 初めに、歳入予算でございます。 

 第１款、分担金及び負担金、項の１、負担金、目の

１、負担金につきましては、組織市負担金として２億

2,090万円を計上させていただきました。各組織市負

担金の内訳は、７ページの説明欄のとおりでございま

す。 

 こちらは、各市の予算との関係から円単位で表記し

ております。 

 次に、８ページ、９ページをご覧ください。 

 第２款、使用料及び手数料でございます。 

 項の１、使用料、目の１、斎場使用料9,862万6,000

円につきましては、説明欄にございますように、組織

市住民以外の火葬室使用料2,630万円、式場使用料

6,865万円、霊安室使用料367万6,000円をそれぞれ計

上いたしました。 

 これらの金額につきましては、前回の議会でご報告

させていただきました令和３年度（2021年度）南多摩

斎場組合事業運営計画に基づき算出したものでござい

ます。 

 同項、目の２、総務使用料63万7,000円は、売店使

用料などの行政財産使用料でございます。 

 第５款、諸収入、項の１、預金利子、目の１、預金

利子1,000円は、組合会計口座等の預金利子でござい

ます。 

 同款、項の２、雑入、目の１、雑入26万6,000円

は、空きビン売却料などでございます。 

 以上が歳入です。 

 続きまして、歳出予算をご説明いたします。 

 10ページ、11ページをお開きください。 

 第１款、議会費、項の１、議会費、目の１、議会費

でございます。 

 節の１、報酬212万4,000円は、議長、副議長、議員

に対する報酬でございます。 

 節の９、交際費３万円は、正副管理者、議員等に対

する議長からの弔慰金でございます。 

 節の10、需用費14万7,000円は、議会運営に要する

消耗品や議事録作成に要する費用です。 

 節の11、役務費15万4,000円は、議会時の筆耕翻訳

料などでございます。 

 続いて、第２款、総務費、項の１、総務管理費、目

の１、一般管理費でございます。 

 節の１、報酬1,044万7,000円は、特別職及び非常勤

職員の報酬でございます。 

 節の２、給料から節の４、共済費までは派遣職員を

含む組合職員５名の人件費等でございます。 

 節の８、旅費３万円は、事務局職員の出張旅費でご

ざいます。 

 節の９、交際費３万円は、正副管理者、議員等に対

する管理者からの弔慰金でございます。 

 節の10、需用費111万6,000円は、事務用消耗品費、

埋火葬許可証等の印刷製本費などでございます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 節の11、役務費36万8,000円は、電話代、インター

ネット接続料などの通信運搬費及び公用車の任意保険

料などでございます。 

 節の12、委託料368万4,000円は、インターネット受

付システム保守点検業務委託料、町田市への会計事務

委託料、地方公会計支援業務委託料など事務局業務の

委託料でございます。 

 節の13、使用料及び賃借料113万1,000円は、複写機

やビジネスホンの借上料などでございます。 

 節の17、備品購入費39万6,000円は、老朽化した業

務端末を更新するものでございます。 

 節の18、負担金補助及び交付金11万5,000円は、都

市公平委員会負担金等でございます。 
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 節の24、積立金79万6,000円は、南多摩斎場組合職

員退職手当基金条例に基づきまして、職員給料の４％

を積み立てるもので、併せて利子も計上しておりま

す。 

 節の26、公課費7,000円は、公用車重量税でござい

ます。 

 同款、項の２、監査委員費、目の１、監査委員費30

万1,000円は、監査委員２名の報酬などでございま

す。 

 14ページ、15ページをお開きください。 

 第３款、衛生費、項の１、保健衛生費、目の１、斎

場費でございます。 

 節の10、需用費１億2,931万3,000円につきまして

は、消耗品費のほか、火葬炉に使用する灯油代などの

燃料費が3,907万9,000円、電気代や水道代などの光熱

水費が1,840万円でございます。 

 また、修繕料6,733万4,000円は、毎年計画的に実施

している火葬炉施設に係る修繕費用のほか、施設、設

備全体に係る修繕費を計上したものでございます。 

 節の11、役務費38万2,000円は、待合室カーテン等

の洗濯手数料などでございます。 

 節の12、委託料１億2,118万5,000円は、火葬業務及

び火葬棟、待合棟、式場棟の維持管理、運営に係る経

費でございます。 

 主なものでございますが、火葬業務委託料3,524万

4,000円、待合室接待業務委託料1,545万9,000円、庭

園管理業務委託料1,030万3,000円、清掃業務委託料

1,143万5,000円などでございます。 

 また、説明欄、下から３行目の運行・表示板システ

ム導入業務委託料以下３件につきましては、老朽化

し、不具体が多発している現行の表示板システムを入

れ替えるためのものでございます。 

 16ページ、17ページをお開きください。 

 節の13、使用料及び賃借料343万6,000円は、先ほど

お話しいたしました入れ替える表示板システムの機器

借上料等でございます。 

 第５款、予備費、項の１、予備費、目の１、予備費

は100万円を計上させていただきました。 

 なお、参考資料として、前年度との比較で主な増減

科目、理由及び増減額をまとめた「令和３年度（2021

年度）南多摩斎場組合会計予算の概要」を添付いたし

ました。 

 説明は以上でございます。 

○議長（相澤耕太） 管理者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ただいま議題となってお

ります議案に対する質疑を許可します。 

 ５番 きりき優議員。 

○５番（きりき優） 丁寧なご説明をありがとうござ

いました。 

 以前の議会の中で、火葬中の待合室に対してお茶の

提供を中止しているというお話がありました。そのと

きは感染症対策でというお話があったと思うんですけ

れども、その後、お茶の提供についてはどのように

なったかについて、説明をお願いします。 

○議長（相澤耕太） 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） 今、ご質疑のあったお茶の

提供、予算費目で言いますと、衛生費、需用費、消耗

品のところになりますが、提供しないということで継

続しております。主な理由として、そもそも最初に出

ましたのが、お茶碗を使った後、当然洗うわけですけ

れども、消毒をしているのかというご意見をいただい

て、確かに１回１回消毒をしていられないので、そこ

がリスクとすれば提供を見合わせざるを得ないという

ことで、ポット、お湯の提供とともに、今、取りやめ

ております。 

 今、緊急事態宣言ですが、少なくとも、ワクチンの

接種、集団免疫を獲得して新型コロナの心配がなくな

る時点までは続けるようかなというふうに思っており

ます。 

○議長（相澤耕太） ５番 きりき優議員。 

○５番（きりき優） 様々なご意見がある中で、対応

にもいろいろと苦慮をしながらたくさんの方にご配慮

いただいているのかなというふうに感じました。 

 なぜこの質疑をしているかというと、葬儀にはグ

リーフケアという側面もあるのかなと。ご遺族に対し

ての支援といいますか、そういった側面もあるのかと

思うんです。 

 心理学の世界で、リラックスしている状態と緊張状

態というのは同時に経験できないというのがありま

す。たかがお茶かもしれませんけれども、お茶を提供

する、お茶を１杯頂くということによって、大切な方

を亡くされた喪失感の中で、ご遺族の心が少しリラッ

クスできて、喪失感の緩和につながるという側面もあ

るのかなというふうに思います。 

 もちろん、感染症対策という部分もありますので、

例えば、紙コップを使うとか、そういった工夫の仕方

もあるのかと思いますけれども、ぜひ様々な意見を聞

く中で、市民の方のグリーフケア、モーニングケアと
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いうところも含めて考慮いただいて、様々な角度から

ご支援をいただければというふうにお願いして、終わ

ります。 

○議長（相澤耕太） ２番 鈴木勇次議員。 

○２番（鈴木勇次） ちょっと分からないことであり

ますので教えていただきたいんですが、先ほどの補正

予算との関係なんですけれども、令和２年度の全体で

は約20％近い6,000万円の減額ということになりまし

た。減額の理由をご説明いただいたんですけれども、

委託料等の差金が大きなものだったのかなというふう

に思っているんですけれども、あと、人件費なんかも

あったということですけれども、昨年の特殊な実情と

いうふうには思えないんです。 

 今年度も総額では同額程度の予算が組まれていま

す。最終的に負担金、分担金で調整をするということ

で7,000万円ほど昨年も、昨年度というか、今年度で

すけれども、減額をされているというような処置の中

で補正で処理されているんですけれども、そういう形

が、去年の場合、私はどうだったのかというのは

ちょっと分からないんですけれども、毎年予想され

て、こういう予算を組んでおかなければならないとい

うことなのか、その辺の関連性を少し分かりやすく説

明していただければありがたいなと思います。 

○議長（相澤耕太） 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） なかなか難しい質疑で、簡

便にというと悩みますが、非常に分かりにくい答弁か

もしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。 

 まず、補正のことに触れましたので、議題としては

終わっていますが、そこをちょっと触れさせていただ

きますと、今年度の会計予算の中では、補正減になる

大きな要因というものは火葬業務委託、これは受け入

れや、それから、実際の火葬、残骨処理、そういった

ものを包括的に委託するものですが、これがもともと

予算計上していたのが単年度で約7,000万円、それが

競争入札の結果、3,500万円程度で落札したと。この

約3,500万円の差額というのが１つ要因としてござい

ます。 

 それからもう一つですが、昨年の議会でお話ししま

したが、長期修繕計画策定委託、これは南多摩斎場の

施設老朽化、火葬炉設備も含めてですけれども、それ

を診断して、20年、30年後の維持保全を計画的に行う

ための計画を立てるということで予算計上したもので

すけれども、これが約1,300万円ぐらい減額になって

おります。50％以上の減額ということなんですが、そ

れは、新型コロナウイルスの関係で企業そのものがリ

モートワーク中心でなかなか打合せが進まない中で、

作業工程を非常に縮小せざるを得なかったという事情

でございます。 

 ですから、今年度は施設の劣化度だけ調査しましょ

うということで切り替えた。その２つで大体3,000万

円ぐらいの減額になっているということが非常に大き

いかなと。 

 ですから、まさに今年度起きた突発的な事項がそう

なっていますので、最初から不用額といいますか、補

正減を見込んだ予算を立てているということではござ

いません。あくまでもこういった事情で、結果として

補正減が出てきてしまったというふうにご理解いただ

ければいいのかと思います。 

○議長（相澤耕太） ２番 鈴木勇次議員。 

○２番（鈴木勇次） のみ込めた部分とのみ込めない

部分があるんですけれども、契約の際の、ある意味で

は予定していた金額よりも安い金額で契約ができたと

いうことが大きいのかなというふうに思っているとこ

ろなんですけれども、どの程度の見積りをするかとい

うことが問われてくるんだと思うんですけれども、相

手のあることですから、その時々の契約額で一定のも

のは用意しておかなければならないということはある

んだとは思うんですけれども、毎年の契約額が大きく

3,500万円とか、そういう形で変わるものなのかどう

かということが、ちょっと私は素人的にはなかなか理

解をすることができない部分があるんですけれども、

その辺についてはどうなんでしょう。 

 これだけの額を組まなくちゃいけないという要請が

あるのであれば、前もって、そういう分担金について

も各市に要請をするということは当然必要になるわけ

ですけれども、より実態に近いものとして予算を組ん

でいくことが現実にはできないのかどうかということ

が一番疑問になるところなんです。そこについてはど

うなんでしょうか。 

○議長（相澤耕太） 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） なかなか何とお答えしたら

いいのか難しいところではあると思うんですが、例え

ば、火葬業務委託を約半分ぐらいで落札したというの

は、従来では考えられなかった事態です。これは競争

入札の効果と言ってしまえばそれまでですが、新規参

入したところが取ったんですけれども、実際、それ以

外の業者の入札額は予定価格すれすれのところでし

た。 
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 ですから、これは全く想定外ですが、ただ、これは

業務をきちんと遂行していただければ全く問題がない

わけで、それは経営努力というふうに値するかなと。

そういう特殊事情がございまして、もしそれがなけれ

ば年間で7,000万円強かかっていたわけですので、私

どもとすると、それは7,000万円を計上せざるを得な

いという状況がございます。 

 それから、あともう一つですけれども、火葬用燃料

灯油が今年度の補正でいいますと大体1,300万円ぐら

い減額になりましたが、これは前に議会で答弁させて

いただいたこともありますが、単価をマックスで計上

させていただいております。これは実際には、過去の

湾岸戦争のときなどは、この金額で行ったんです。燃

料用灯油というのは非常に政情に左右されるもので

す。 

 そういうこともあって、これは足りないでは済まな

いので、そこで計上させていただいているということ

ですので、そういう予想外のものが出ましたが、これ

は、事によると見込みが外れてもっと上がって、さら

に負担金をお願いするようなことにもなりかねないの

で、そこら辺を見て計上させていただいているという

ことでご理解いただければと思います。 

○議長（相澤耕太） 他に質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって討論を終結いたし

ます。 

 これより表決に入ります。 

 第２号議案を採決いたします。本案は原案のとおり

決することについてご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） ご異議なしと認めます。よって

本案は原案のとおり可決されました。 

 

         ◇          

○日程第７ 

 行政報告 南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果報 

      告について 

                   

○議長（相澤耕太） 日程第７、行政報告 南多摩斎

場ダイオキシン類等調査結果報告についてを議題とい

たします。 

 本件について、管理者から報告を求めます。 

 宮崎事務局長。 

○事務局長（宮崎慶三） それでは、南多摩斎場ダイ

オキシン類等調査結果報告について、お手元の資料に

基づきましてご説明いたします。 

 本調査の目的は、火葬に伴い発生する排ガスや集じ

ん灰、残骨灰中のダイオキシン類等の有無を調査し、

周辺環境の保全及び職員の健康管理に寄与するために

実施するものでございます。 

 調査対象物及び調査項目は、排ガスにつきまして

は、ダイオキシン類、ばいじん濃度、塩化水素濃度、

硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度を、集じん灰、残骨

灰につきましては、ダイオキシン類の含有量を調査い

たしました。 

 調査対象炉ですが、当斎場の火葬炉12炉のうち、毎

年計画的に２炉について実施しておりますが、今年度

は１号炉と８号炉を調査いたしました。 

 調査日は、2020年11月21日、調査業者は、東京テク

リカル・サービル株式会社でございます。 

 調査結果は下段の表のとおり、ダイオキシン類につ

いては、排ガス、残骨灰において指針値・参考値以下

となっておりますが、集じん灰につきましては、ダイ

オキシン類対策特別措置法施行規則に定めた廃棄物焼

却炉に定めた基準値を準用した参考値以上となってお

ります。 

 集じん灰とは電気集じん機に付着した灰のことで、

このことにより有害ガスを大気中に放出させない仕組

みとなっております。 

 排ガスにおけるばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、

窒素酸化物の濃度につきましては火葬場における指針

値がございませんので、大気汚染防止法の廃棄物焼却

炉の規制値を参考値としたものでございますが、その

結果、いずれも参考値を下回っております。 

 先ほど、集じん灰で参考値以上とありましたが、ダ

イオキシン類が発生するのは、棺の中に入れられる副

葬品、特にプラスチック製品が影響していると推測し

ております。ご利用者の方には、これからも引き続き

副葬品の自粛の協力をお願いしまして、ダイオキシン

類の発生防止の徹底に努めてまいります。 

 説明は以上です。 

○議長（相澤耕太） 管理者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまの行政報告に対する質疑を許可します。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（相澤耕太） これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 以上で行政報告を終わります。 

 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

 本定例会に付議された案件はすべて議了いたしまし

たので、会議を閉じたいと思います。 

 これをもって令和３年（2021年）第１回南多摩斎場

組合議会定例会を閉会いたします。 

               午後２時25分 閉会 

 

                   

 地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署

名する。 
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